
施設基準の定める掲示

当院のコンタクトレンズ心象に係
る点数は以下のとおりです。過去
にコンタクトレンズ検査料が算定
されている場合は、外来診療料が
算定されます。 （但し、コンタクト
レンズ装用を中止して十分な日数
が経過している場合には初診料
が算定されます）

長野県立こども病院

在宅相談
・自宅での医療ケアや必要医療物品について
・退院、転院についての相談
・在宅医療サービスの調整
・療育や学校生活などに関する相談
・治療や療養生活についての質問

患者、家族支援に関すること
・ボランティアを利用や活動について
・しろくま図書館の利用について
・ファミリーハウスの利用について
・セカンドオピニオンや紹介状について
・遺伝相談について

※ご相談内容によっては担当者につなげます。院長・看護部長・事務部長・栄養士・医療安全
管理者・薬剤師へのご相談については日程調整が必要な場合があります。

令和元年４月１日

医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ・
看護師・保健師
が相談をお受け
します。
他にﾁｬｲﾙﾄﾞ・ﾗｲ
ﾌ・ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄや遺
伝ｶｳﾝｾﾗｰ、ﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、
事務員が配置さ
れています。
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◆施設基準の定める掲示

後発医薬品（ジェネリック医薬品）
の使用推進について

不明な点は主治医又は薬剤師にお問い合わせください。

長野県立こども病院

厚生労働省の後発医薬品促進の
方針に従って、当院でも後発医
薬品の使用に積極的に取り組ん
でいます。
後発医薬品の採用に当たっては、
品質確保・十分安全な情報提
供・安定供給等、当院の定める
条件を満たし、有効かつ安全な
製品を採用しております。

医療情報管理課 2021.8


